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 旭温泉あさひ荘（以下「あさひ荘」という。）の設置目的に沿った管理運営を効率的、効果

的かつ安定的に行うため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項及び浜

田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年条例第 73 号）に基づき、

あさひ荘の管理運営を行う指定管理者を募集します。 

 

第１ 施設の概要 

 

1  施設の概要 

ア 名称 旭温泉あさひ荘 

イ 所在地 
島根県浜田市旭町木田 954 番地 3 

（P15 資料 1「旭温泉あさひ荘 位置図」 参照） 

ウ 運営開始年月 平成 26年 8 月（平成 26年 7 月建築） 

エ 敷地面積 3,578.00 ㎡ 

オ 延床面積 520.71 ㎡ 

カ 建物構造 
本館：木造平屋建、休憩棟：木造平屋建、 

駐輪場：アルミ製平屋建 

キ 施設内容 本館：玄関ホール、ロビー、事務室、男女浴室、男女脱衣室 外 

休憩棟：ロビー、休憩所 2室（和室 8畳、和室 17.5 畳） 

木質チップボイラ及びサイロ・スロープ、駐輪場、駐車場（10 台）

（P21 資料 3「旭温泉あさひ荘参考画像」 参照） 

 

2  施設の運営状況 

   ア 旭温泉あさひ荘利用実績及び収支実績 

    （P30 資料 4「旭温泉あさひ荘利用実績及び収支実績」 を参照ください。） 

   

第２ 指定期間 

   

令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで（5年間）とします。ただし、指定期間中

であっても、管理運営を継続することが適切でないと認められるときは、指定の取消しを

することがあります。 

 

第３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 

  指定管理者が行う業務の範囲は、浜田市旭温泉あさひ荘条例（平成 25 年条例第 38 号。

以下「条例」という。）第 2 条に掲げる事業の実施に関する業務及び第 4 条に規定する業

務（以下、「指定管理業務」という。）とします。 

  具体的な業務の内容及び管理の基準は、仕様書によるものとします。 
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第４ 経理に関する事項 

   

1  事業収支に関する考え方 

あさひ荘では、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の 2第 8項の規定により、

利用料金を指定管理者自らの収入として収受する「利用料金制」を採用します。 

指定管理者は、浜田市（以下「市」という。）が支払う指定管理料のほか、利用者が支

払う利用料金、事業収入及びその他の収入をもって施設を運営するものとします。 

（P36 資料 7「旭温泉あさひ荘収支想定」を参照ください。） 

 

2  指定管理料 

 申請者は、事業計画や収支計画を踏まえ、指定管理料を提案してください。申請者の提

案額が指定管理料の額となります。指定期間における指定管理料の上限額は、次のとおり

とします。なお、5 か年の合計金額 48,015,000 円を超える提案を行った申請者は失格とし

ます。また、年度別の内訳を超える指定管理料を提案された申請者を指定管理者に指定し、

指定管理者の責めに帰す事由により指定を取り消すこととなったときは、指定管理料の既

支払額と実指定期間中の年度別の内訳を合計した額との差を市に返還するものとします。 

また、指定期間中の消費税法（昭和 63年法律第 108 号）による消費税及び地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）による地方消費税（以下「消費税等」という。）は 10％で提案して

いただきます。協定締結後、消費税法の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合

は、相当する消費税等の額を指定管理料に加減して支払うものとします。 

  上限額 ＝ 48,015,000 円（消費税等 10％含む） 

      <年度別の内訳>    令和 4年度 9,943,000 円 

                 令和 5年度 9,773,000 円 

                 令和 6年度 9,603,000 円 

                 令和 7年度 9,433,000 円 

                 令和 8年度 9,263,000 円 

 

3  運営収入 

⑴ 利用料金 

ア 利用料金は、条例で定める額を上限とし、指定管理者が市の承認を得て定めること

ができます。 

イ 消費税等は、利用料金の内税として取り扱います。 

ウ 条例及び浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則に規定する利用料金の減免や収受した

利用料金の還付も指定管理者が行います。 

エ 指定管理者は、指定期間中に指定期間後の利用に係る利用料金を収受した場合は、

次期指定管理者にその利用料金を支払うこととします。 

オ 現行の利用料金を下回る利用料金を定める場合は、指定期間開始前に当該指定期間

の利用許可を受け、利用料金を前納している者に対し、改定前後の利用料金の差額を

還付することとします。 
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カ 現行の利用料金を上回る利用料金を定める場合は、指定期間開始前に当該指定期間

の利用許可を受けている者に対し、従前の利用料金で利用させることとします。 

⑵ その他の収入 

指定管理者は、指定管理業務に支障のない範囲で、施設を活用した自主事業（指定管

理業務以外の事業）及び収入を提案することができるものとします。ただし、行政財産

の目的外使用に該当する場合は、市の許可及び使用料の納入が必要となります。 

 

4  管理運営費用 

管理運営費用は、指定管理業務に係る指定管理者の人件費、光熱水費、委託費（警備業

務・設備保守点検業務・清掃業務等を外部委託する場合）、修繕費、保険料、公租公課そ

の他全ての経費（自主事業のために市へ納入する行政財産使用料を含む。）とします。 

 

5  指定管理料の支払い 

 ⑴ 指定管理料の支払時期、支払方法等は別途協定書で定めることとします。 

 ⑵ 指定管理料は、指定管理者の請求に基づき、年度毎に分割して支払います。  

 ⑶  指定管理料のうち、市に帰属する建物、附属設備及び備品の修理・修繕に充てる費用

（以下「修繕費」という。）は概算払いとします。事業年度終了後に精算を行い、余剰

金が生じた場合には市に返還するものとします。指定管理料に含まれている修繕費は、

年間 300,000 円とし、収支計画の費用に組み入れてください。 

 1 件につき 50,000 円を超える修繕費の執行に当たっては、事前に市と協議してくださ

い。また、市に帰属しない備品で指定管理業務に使用するものの修理・修繕に充てる費

用の負担については、協議によるものとします。 

なお、指定管理者の責めに帰すべき事由によるものは、指定管理者の負担とします。 

⑷  指定管理料は、修繕費を除き、原則として余剰金の返還や不足額の補填等の精算は行

いません。 

 ⑸ 指定管理者が指定管理料、利用料金収入により購入した備品については指定管理者の 

所有となります。    

 

6  管理口座 

指定管理業務に係る管理口座は、原則として、専用口座を設けて管理してください。 

 

7  収益等の帰属 

  指定管理業務に伴う収益又は損失は、指定管理者に帰属するものとします。 

 なお、社会情勢の変動や災害、その他の特別な事情があるときは、双方協議の上、その

帰属を定めることとします。 
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第５ リスク・責任分担に関する事項 

 

指定管理者は、指定管理業務の実施主体として責任を負うこととなります。 

また、自主事業に関するものは、全て指定管理者の費用と責任において実施することとな

ります。 

市が想定するリスク分担は下表のとおりです。その他疑義が生じた場合は、双方協議によ

り決定するものとします。 

 

【リスク分担表】 

項目 内容 

負担者 

市 
指 定 

管理者 

物価等の変動 人件費、物件費等の変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

資金調達等 運営上必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

運営費の拡大 市以外の原因による運営費の増  ○ 

需要の変動 

大規模な外的要因による利用料金収入の減 協議事項 

その他市以外の原因による利用者数の減少等に伴う

利用料金収入の減 
 ○ 

業務内容の変更 

市の指示により新たに発生した業務内容等の変更に

伴う経費の増 
○  

指定管理者による業務内容等の変更に伴う経費の増  ○ 

利用者や第三者への
賠償 

指定管理者が行う業務の履行に関して発生した損害

（第三者に及ぼした損害を含む。） 
※1 ○ 

市の責に帰するべき理由により生じた損害 ○ ※2 

保険加入 

天災、火災又は事故などの人為的な現象による施設・

設備の損害に係る保険加入 
○  

指定管理者が行う業務のリスクに係る保険加入  ○ 

周辺施設、住民及び
施設利用者への対応 

周辺施設との協調、施設の管理運営に対する住民及び

施設利用者からの苦情、要望等への対応 
 ○ 

法令の変更 

施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

消費税等の率の変更によるもの（指定管理料を除く。） 協議事項 

指定管理者自身に影響を及ぼすもの  ○ 

税制度の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

指定管理者に影響を及ぼすもの  ○ 

政治、行政的理由に
よる事業変更 

政治、行政的理由から、業務内容等の変更が生じた場

合における経費の増 
○  

4



不可抗力 

天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、

土砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）及びその

他指定管理者の責めに帰すことのできない事由に伴

う施設、設備の修復に係る経費の増 

○  

上記以外の不可抗力による経費の増 協議事項 

施設設備の損傷 
施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

上記以外のもの 協議事項 

運営リスク 

施設、機器等の管理上の瑕疵による臨時休業等に伴う

運営リスク 
 ○ 

修繕、保守点検等による臨時休業等に伴う運営リスク  ○ 

書類の誤り 

仕様書など、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書など、指定管理者が提案した内容の誤りに

よるもの 
 ○ 

安全性の確保、環境
の保全 

施設の管理運営における安全性の確保及び周辺環境

の保全（応急処理を含む。） 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○ 

指定管理業務の中
止・停止等 

指定管理者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

指定管理者の管理運営が不適当な場合の指定管理業

務の中止・停止又は指定の取消しによるもの 
 ○ 

原状回復 
指定管理者が施設・設備に変更を加えた場合の指定期

間終了後の原状回復 
 ○ 

事業終了時の費用 

指定期間が終了した場合又は期間中に業務を廃止し

た場合における事業者の撤収費用及び新しい指定管

理者への引継ぎ費用 

 ○ 

※1 指定管理者の責めに帰すべき事由によって市が賠償した場合は、指定管理者に求償するもの

とします。 

※2 指定管理者が、施設構造の不備を認識しているにもかかわらず、適切な対応を欠いている場

合には、指定管理者がリスクを負うものとします。 

 

第６ モニタリングに関する事項 

 

1  市によるモニタリング 

市は、あさひ荘の管理運営が、協定書等に従い適正かつ確実にサービスが提供されてい

るかどうか等を定期及び随時に確認します。確認に当たって、指定管理者に必要な資料の

提出、説明等を求めることがあります。 

 

2  指定管理者によるモニタリング 

指定管理者は、日常的に管理運営状況、収支状況及び業務の履行状況を点検してくださ
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い。結果については、自己評価を行い、管理運営に反映させるとともに、毎年度終了後、

指定様式により事業報告書と合わせて市に提出してください。 

また、施設の適正な管理運営と利用者サービスの向上を目的とした利用者アンケートを

年 1回以上実施してください。 

なお、指定管理者が行うモニタリングに関する費用は指定管理者の負担とします。 

                       

3  モニタリング結果に基づく措置等 

  市は、毎年度、モニタリング結果に基づいて指定管理者の管理運営状況の評価を行い、

その結果を指定管理者に通知するとともに市ホームページ上で公表します。 

モニタリングの結果、協定書及び仕様書等に定める目標や水準に達していないなど、改

善を要する事項があった場合、市は、指定管理者に改善に向けた助言、指導又は業務の改

善指示を行います。指定管理者は、その指示等に速やかに対応してください。 

4  次期指定管理者選定への評価結果の反映 

優良な管理運営が行われている場合は、あさひ荘の次回公募時に指定期間（令和 4 年 4

月 1日～令和 9年 3月 31 日）中の評価結果を指定管理者の選定に反映し、一定の加算を行

います。 
  なお、次回公募時に、施設や事業内容に変更が生じる場合には、反映しないことがあり

ます。 

 

第７ 指定までのスケジュール 

 

令和 3年 4 月 26 日（月）～      募集要項の配布期間（～6月 11 日） 

5 月 26 日（水） 現地説明会申込書提出期限  

6 月 2 日（水） 申請関係質問書提出期限 

6 月 11 日（金） 申請書類提出期限 

7 月 5 日（月）又は 7月 15 日（木）（予定） 

 指定管理者選定委員会による面接審査 

7 月下旬 指定管理者の候補者選定結果通知 

7 月下旬～  仮協定締結に係る協議 

10 月上旬 仮協定の締結 

12 月中旬 浜田市議会による指定議決、指定通知 

 業務引継ぎ 

令和 4年 4月 1日（金）      指定管理開始 
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第８ 応募資格に関する事項 

 

1  応募資格  

応募資格は、指定期間において、安全かつ円滑にあさひ荘を管理運営できる法人その他

の団体（以下「団体等」という。）とし、個人での応募は受け付けません。 

また、次の各号に該当する団体等（共同事業体の場合は、全ての構成団体を含む。）は

応募できません。 

⑴ 地方自治法第 244 条の 2第 11 項の規定に基づいて、指定管理者の責に帰すべき事由に

より、本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から 2 年を

経過しないもの 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当

しているもの   

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）第 21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生

計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていないもの   

⑷ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第

2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制の下にある

もの 

⑸ 浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱に規定する指名停止の措置要件に

該当しているもの 

⑹ 国税及び都道府県税を滞納しているもの 

⑺ 浜田市税を滞納しているもの（ただし、浜田市税が課税されていない団体等で、市外

に主たる事務所又は事業所を有する場合は、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村

税を滞納しているもの） 

 ※⑹、⑺について、新型コロナウイルスの影響等により納税猶予又は徴収猶予を受けた

ものについて、該当税目の納税証明書（未納額の記載があるもの）及びその該当項目

について納税猶予又は徴収猶予の適用を受けたことを証する書類（各所管庁の発行す

る「納税（徴収）の猶予決定通知書（該当税目の記載があるもの）の写し等」の提出

できる場合は除きます。 

⑻ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加入し

ていないもの（加入義務がない場合を除く。） 

⑼ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしている

もの 

 

2  応募の条件  

指定管理者に指定された場合は、指定管理開始までに、浜田市内に本店、支店、又は営

業所等を置くことを条件とします。 
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第９ 募集・応募に関する事項 

 

1  募集要項の配布 

 募集要項（仕様書等の添付資料を含む。）を次のとおり配布します。 

⑴ 配布期間  令和 3年 4月 26 日（月）から令和 3年 6月 11 日（金）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑵ 配布場所  浜田市 旭支所 産業建設課 

※市ホームページ（https://www.city.hamada.shimane.jp/）にも掲載しています。 

 

2  現地説明会の開催 

現地説明会を希望される団体等は、次のとおり申し込んでください。説明会は、原則と

して申込者ごとに行います。 

募集要項は、当日には配布しませんので、持参してください。 

⑴ 受付期間  令和 3年 4月 26 日（月）から令和 3年 5月 26 日（水）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

⑵ 実施期間  令和 3年 4月 26 日（月）から令和 3年 6月 2日（水）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑶ 申込方法  現地説明会申込書（様式第10号）を持参するか、事前に電話連絡の上、

郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

⑷ 提 出 先  浜田市 旭支所 産業建設課 

 

3  質問書の受付及び回答 

申請にあたって質問がある場合は、次のとおり受け付けます。 

 ⑴ 受付期間  令和 3年 4月 26 日（月）から令和 3年 6月 2日（水）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑵ 提出方法  申請関係質問書（様式第11号）を持参するか、事前に電話連絡の上、郵

送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。 

⑶ 提 出 先  浜田市 旭支所 産業建設課 

 ⑷ 回答方法  質問者に対して受付後 1 週間以内に回答します。また、市ホームページ

で質問及び回答を公表します（団体名等は非公表）。ただし、管理運営

に関する申請者の創意工夫等を含む部分は公表しない場合があります。 

 

 

 

■連絡・提出先  浜田市 旭支所 産業建設課（浜田市旭支所 2階） 

〒697-0425 浜田市旭町今市 637 番地 

電話：0855-45-1437 ファクシミリ：0855-45-0135   

電子メール：a-sangyou@city.hamada.lg.jp 

■営業時間    午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで 

8



4  申請の手続き 

指定管理者の指定を受けようとする団体等は、次のとおり書類を提出してください。 

⑴ 提出書類   

提出書類 様式 

ア 指定管理者指定申請書 様式第1号 

イ 旭温泉あさひ荘管理運営に係る事業計画書 様式第2号 

ウ 旭温泉あさひ荘管理運営に係る収支計画書 様式第3号 

エ 宣誓書兼市税納付状況調査同意書 様式第4号 

オ 申請者概要書 様式第5号 

カ 役員名簿 様式第6号 

キ 申請者の現行の定款、寄附行為、規約又はこれに準ずる書類  

ク 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明

書） 
 

ケ 決算書類（直前 3期分） 

※1 株式会社の場合は、賃借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計

算書を、その他の団体は、これらに類する書類を提出してください。キャッシ

ュフロー計算書、財産目録を作成している場合は、あわせて提出してください。 

※2 決算期を迎えていない団体等の場合は、事業計画書及び収支予算書を提出して

ください。 

 

コ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

※管轄税務署が発行する未納の税額がないことの証明書（様式「その3の3」） 
 

サ 都道府県税の納税証明書 

※各都道府県（島根県の場合は、県民センター等の納税窓口）で交付する未納の税

額がないことの証明書 

 

シ 浜田市税が課税されていない団体等で、市外に主たる事務所又は事業所

を有する場合は、主たる事務所又は事業所の所在地の市区町村税の納税

証明書 

※当該市区町村が交付する未納の税額がないことの証明書 

 

ス 労働保険（雇用保険・労災保険）の加入が確認できる書類 

※直近の労働保険概算・確定保険料申告書の事業主控の写し、納付したことを証す

る書面の写し（直近の1回分）、保険料納入証明書等のうちいずれか1つ。 

 

 
加入する必要がないため、加入が確認できる書類の提出ができない場合

は、加入の必要がないことの届出書 
様式第7号 

セ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入が確認できる書類 

※年金事務所又は健康保険組合発行の保険料の納入に係る領収証書の写し（直近の1

回分）、保険料納入証明書、新規適用届（事業主控）（受付印有）の写し等のうち

いずれか1つ。 

 

 
加入する必要がないため、加入が確認できる書類の提出ができない場合

は、加入の必要がないことの届出書 
様式第7号 

ソ 共同事業体で申請する場合は、共同事業体構成員名簿兼委任状及び共同

事業体連絡先一覧表 
※構成団体ごとに｢エ｣から｢セ｣までの書類を提出してください。 

様式第8号 

様式第9号 
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注 1 証明書類は、公募開始日前 3か月以内に発行されたものに限りますが、いずれも複

写で構いません。 

注 2 新設団体の場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

注 3 表中コ・サ・シについて、新型コロナウイルスの影響等により納税猶予又は徴収猶

予を受けている場合は、別紙「指定管理者制度申請書類（納税証明書等）の取り扱い

について」をご覧ください。 

⑵ 提出部数 1 部 

※1 提出書類はア～ソの順に並べ、ホッチキス留めはしないでください。 

※2 提出書類の用紙サイズは、原本でサイズが決まっているもの以外はＡ

4 サイズに統一してください。 

⑶ 提出先  浜田市 旭支所 産業建設課 

※旭支所産業建設課への持参が難しい場合は、行財政改革推進課（本庁舎 2

階）への持参も可とします。 

⑷ 提出期限 令和 3年 6月 11 日（金）午後 5時 15 分 必着 

        ※1 郵送の場合は、簡易書留による提出期限必着とします。 

        ※2 ファクシミリ又は電子メールでの提出は不可とします。 

 

5  申請に関する留意事項 

⑴ 1 団体（1 共同事業体）が、この募集において複数申請することはできません。また、

単独で応募した団体等が共同事業体の構成団体になること及び 2 以上の共同事業体に加

わることもできません。 

⑵ 共同事業体での応募においては、申請後の代表構成団体及び構成団体の変更は認めら

れません。 

⑶ 申請の際に要する費用は、申請者の負担とします。 

⑷ 提出書類の内容の変更、追加は、市が補正を求めた場合を除いて、原則としてできま

せん。また、市が受理した提出書類は、返却しません。 

⑸ 必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

⑹ 提出書類の内容に虚偽があった場合は、失格とします。 

⑺ 市が提供した公募に関する資料等は、他の目的での使用を禁止します。 

⑻ 申請者が申請に当たって、特許権、実用新案権その他法令に基づいて保護されている

権利を侵害し、第三者に対して損害を与えたときは、その責任の一切を申請者が負うも

のとします。 

⑼ 提出書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、市は指定管理者の選定の公表等必

要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

⑽ 提出書類（追加提出資料含む。）は、浜田市情報公開条例（平成 17 年条例第 20 号）

第 7条に規定する不開示情報を除き、情報公開の対象となりますので、ご了承ください。 

⑾ 申請から仮協定締結までの期間に申請を辞退しようとするときは、辞退届（様式第 13

号）を提出してください。 

⑿ 提出書類の事前確認（事業計画書等の記載内容は確認しません。）を旭支所産業建設
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課で行いますので、希望される場合は「第 12 お問い合わせ先」までご連絡ください。 

⒀ この募集要項に修正等があった場合は、正誤表を浜田市ホームページに掲載します。

申請書類提出期限の直前まで正誤表を掲載する可能性がありますので、ご留意願います。 

 

第１０ 選定・協定締結に関する事項 

 

1  審査基準及び選定方法 

⑴ 資格審査 

提出書類に基づき、旭支所産業建設課において資格審査を行います。応募資格を満た

さない場合及び指定管理料の提案額が上限額を超える場合は、失格とします。 

⑵ 選定審査対象からの除外 

次の要件に該当する場合は、選定審査の対象から除外します。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 募集要項に記載する事項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出書類等の提出期限を経過してから提出書類等が提出された場合 

エ その他不正行為があった場合 

⑶ 選定審査 

資格審査の後、市長の諮問を受けた浜田市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）が、選定審査（書類審査及び面接審査）を行い、得点が高い順に申請者の順

位付けをし、市長へ答申します。市は、答申を踏まえて申請者のうちから指定管理者の

候補者を選定します。ただし、審査の結果、候補者を選定しない場合もあります。 

なお、指定管理者に指定するまでの間に選定された候補者に事故等があるときは、選

定されなかった申請者のうちから新たな候補者を選定することがあります。 

 ⑷ 選定委員会の審査 

選定委員会の審査は、次のとおり行います。 

ア 得点の考え方 
選定委員会の委員は、次の得点の考え方に基づき、各審査項目について点数を付け

ます。 
 

得点の考え方 
10 点 

満点 

15 点 

満点 

20 点 

満点 

特に優れている 10 点 15 点 20 点 

優れている 8 点 12 点 16 点 

普通 6 点 9 点 12 点 

やや劣る 4 点 6 点 8 点 

劣る 2 点 3 点 4 点 

未記入、審査基準を満たしてい

ない 
0 点 0 点 0 点 
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イ 審査項目（審査基準）と配点 

審査項目（◆審査基準） 配点 

1 指定管理業務実施にあたっての基本的な事項 15 点 

 ◆指定管理業務実施にあたっての基本的な方針は、地域の特性や施設の設置目

的に適しているか。 

◆適切な数値目標が設定されているか。また、目標達成に向けた取組が、具体

的かつ効果的か。 

2 利用者の平等な利用の確保のための方策 10 点 

 ◆平等な利用が確保されているか。 

3 施設の効用の発揮とサービスの向上を図るための方策 20 点 

 ◆施設を効果的・効率的に運営できる内容か。 

◆利用者に対するサービスの向上や施設の利用促進が期待できるか。 

◆利用者ニーズを的確に把握し、反映できるものか。 

4 施設の管理運営を安定して行うための方策 10 点 

 ◆申請団体の経営は安定しているか。 

◆類似施設の運営実績や関連する事業の実績があるか。 

◆組織体制や従業員配置は適切か。また、必要な有資格者等が確保されている

か。 

◆従業員への研修等の人材育成の取組は確保されているか。 

◆現在、施設に従事している従業員の雇用に配慮したものか。 

◆個人情報の保護に関する管理体制や措置は適正か。 

◆利用者の苦情トラブルの未然防止策と発生時の対応策は適切か。 

5 各種業務の計画 15 点 

 ◆施設及び設備の維持管理計画は、正常かつ継続的に管理運営できる内容か。 

◆保安警備計画は、平常時から利用者等が安心して施設を利用できる内容か。 

◆管理運営の移行計画は、円滑に業務を開始できる内容か。 

6 安全管理のための方策 10 点 

 ◆利用者や従業員の事故防止等、考えられる安全確保のための予防策やその体

制は適切か。 

◆事故や災害等の緊急時の連絡体制や安全確保策は整備されているか。 

7 収支計画の妥当性及び指定管理料 20 点 

 ◆収支計画の内容は妥当か。 

◆指定管理料の提案額 

合  計 100 点 

 

2  面接審査 

⑴ 面接審査は、令和 3年 7月 5日（月）又は 7月 15 日（木）を予定しています。日時及

び場所は、決まり次第、電子メールで通知します。郵送又はファクシミリによる通知を
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希望される場合は、旭支所産業建設課までご連絡ください。 

⑵ 面接審査には、申請者（共同事業体で申請した場合は代表構成団体）の代表者又は代

理人を含む 3人以内の出席をお願いします。 

⑶ 代表者が欠席する場合は、代理人への委任状（様式第 12 号）をご持参ください。 

 

3  選定結果の通知及び公表 

選定結果は、申請者全員に書面で通知します。 

また、選定した指定管理者の候補者については、市ホームページで公表します。 

 

4  仮協定の締結 

仮協定書は、市と指定管理者の候補者が協議の上、令和 3年 10 月上旬を目途に締結する

予定です。 

仮協定書は、浜田市議会（令和 3年 12 月定例会議）による指定議決を持って、本協定書

として取り扱います。 

 

5  指定管理者の指定 

市は、浜田市議会（令和 3年 12 月定例会議）による議決を経て、仮協定を締結した候補

者を指定管理者として指定し、その旨を書面で通知します。 

 

6  業務の引継ぎ 

指定管理業務の引継ぎは、指定管理者の指定後から指定期間開始までの間において（必

要に応じ指定期間開始後においても）、市及び現行の指定管理者から受けることになりま

す。 

 

7  その他 

⑴ 選定委員会の委員又は市関係職員に対し、本件公募について不正行為等の事実が認め

られたときは、失格となることがあります。 

⑵ 仮協定を締結した指定管理者が指定前に次の事項に該当するときは、候補者の選定を

取り消します。 

ア 資金事情の悪化等により、事業の履行が確実ではないと認められるとき。 

イ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認め

られたとき。 

⑶ 浜田市議会において指定管理者の指定議案が議決されなかった場合は、候補者が本件

に関して支出した費用等は、一切補償しません。 

⑷ 指定管理者に指定後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、その指定を取

り消し、もしくは期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあり

ます。 

ア 指定管理者が行う施設の管理運営の適正を期すために市が行う指示に従わないとき。 

イ 「第 8 応募資格に関する事項」に定める応募資格及び応募の条件を満たさなくな
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ったとき。 

※指定期間終了まで、毎年度、指定管理者の浜田市税の納付状況調査を行います。 

ウ その他指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 

 

第１１ 添付資料 

  

⑴ 旭温泉あさひ荘指定管理業務仕様書 

⑵ 旭温泉あさひ荘指定管理者指定申請様式集 

⑶ 浜田市旭温泉あさひ荘設置条例及び同条例施行規則 

⑷ 旭温泉あさひ荘位置図（資料 1） 

⑸ 旭温泉あさひ荘関係図面（資料 2） 

⑹ 旭温泉あさひ荘参考画像（資料 3） 

⑺ 旭温泉あさひ荘 利用実績及び収支実績（資料 4） 

⑻ 旭温泉あさひ荘修繕及び工事実施状況（資料 5） 

⑼ 旭温泉あさひ荘委託及び賃貸借契約一覧（資料 6） 

⑽ 旭温泉あさひ荘収支想定（資料 7） 

   注）以上の添付資料は、浜田市ホームページの指定管理者制度のサイトからダウンロ

ードできます。 

  

第１２ お問い合わせ先 

  

浜田市旭支所産業建設課（浜田市旭支所 2 階）  

産業振興係  担当：堂原、渡辺 

〒697-0425 島根県浜田市旭町今市 637 番地 

電話      0855 - 45 - 1437     

ファクシミリ 0855 – 45 – 0135     

電子メール  a-sangyou@city.hamada.lg.jp 
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資料1　旭温泉あさひ荘　位置図

N

旭温泉あさひ荘 P16 位置図（詳細）
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旭温泉あさひ荘　位置図（詳細）

N

旭温泉あさひ荘
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資料 2 旭温泉あさひ荘 関係図面 
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資料 3 旭温泉あさひ荘参考画像 

 

【外観写真】 

(１)本館 

 
 
(2)休憩棟 
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【内観写真】 

(1)本館 

 
 
①玄関ホール                 ②-1 事務室 

  

 
 
 
 
 
 

① 
② 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ ⑭ 
⑮ 

⑯ 

⑰ 
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②-2 事務室                                ③ロビー（レジカウンター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ロビー（休憩所）             ⑤ロビー（自動販売機スペース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥廊下（浴室側）                   ⑦機械室（重油ボイラー） 
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⑧-１女子脱衣室               ⑧-2 女子脱衣室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨女子浴室                 ⑩-1 男子脱衣室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-2 男子脱衣室               ⑪男子脱衣室トイレ 
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⑫中庭（浴室側）              ⑬中庭（ロビー側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭廊下（休憩棟側）             ⑮女子トイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯男子トイレ                ⑰多目的トイレ 
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(2)休憩棟 

 
 

⑱渡り廊下                  ⑲玄関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

㉒ ㉓ 
㉔ 

㉕ 
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⑳廊下                    ㉑ホール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒休憩室（洋室 17.5 畳）           ㉓休憩室（和室 17.5 畳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔休憩室（和室 8畳）             ㉕倉庫 
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(3)チップボイラ及びサイロ・スロープ 

 

 

㉖チップボイラ（機械室）          ㉗燃料排出コンベア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘サイロ・スロープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

㉖ 

㉗ 
㉘ 
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(4)駐輪場 

 

 

㉙駐輪場               

 

㉙ 
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2
月

3
月

合
計

入
浴

料
（
※

1
）

1
3
6
,5

0
0

6
8
7
,3

0
0

5
1
0
,4

0
0

5
6
5
,1

0
0

7
4
9
,4

0
0

5
9
8
,3

0
0

5
3
0
,5

0
0

6
7
3
,0

5
0

6
6
0
,2

5
0

7
3
3
,3

0
0

6
6
2
,3

0
0

7
5
2
,7

0
0

7
,2

5
9
,1

0
0

入
浴

割
引

（
※

2
）

▲
 1

7
,6

5
0

▲
 9

7
,4

0
0

▲
 8

3
,2

0
0

▲
 7

0
,4

5
0

▲
 9

3
,9

0
0

▲
 7

8
,3

0
0

▲
 6

8
,0

5
0

▲
 1

0
0
,5

0
0

▲
 9

0
,8

0
0

▲
 9

0
,3

0
0

▲
 9

5
,7

0
0

▲
 1

0
0
,1

5
0

▲
 9

8
6
,4

0
0

販
売

収
入

3
,5

0
0

1
6
,2

5
0

1
2
,2

0
0

1
0
,4

5
0

1
6
,6

5
0

1
2
,7

5
0

1
1
,6

5
0

8
,7

0
0

1
0
,1

0
0

1
4
,1

0
0

1
0
,4

5
0

1
2
,0

0
0

1
3
8
,8

0
0

休
憩

室
利

用
料

1
1
,6

0
0

1
,9

0
0

2
,3

0
0

3
,8

0
0

5
,7

0
0

1
,9

0
0

0
2
,3

0
0

1
,9

0
0

3
,6

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

3
8
,8

0
0

1
3
3
,9

5
0

6
0
8
,0

5
0

4
4
1
,7

0
0

5
0
8
,9

0
0

6
7
7
,8

5
0

5
3
4
,6

5
0

4
7
4
,1

0
0

5
8
3
,5

5
0

5
8
1
,4

5
0

6
6
0
,7

0
0

5
7
8
,9

5
0

6
6
6
,4

5
0

6
,4

5
0
,3

0
0

雑
収

入
4
5
4
,7

1
3

5
6
8
,7

3
2

5
5
5
,1

1
5

5
6
1
,5

4
8

5
7
3
,5

7
6

5
2
3
,6

2
5

5
4
6
,5

3
1

5
4
3
,7

0
8

4
9
0
,0

1
3

5
3
1
,4

9
1

共
済

費
5
8
,7

4
4

5
8
,7

4
4

5
8
,7

4
4

5
8
,7

4
4

5
8
,7

4
4

5
2
,7

4
4

4
5
,2

4
4

4
5
,2

4
4

4
5
,2

4
4

4
5
,2

4
4

4
5
,2

4
4

4
5
,3

6
4

6
1
8
,0

4
8

旅
費

4
8
3

0
0

6
4
4

6
4
4

6
4
4

8
0
5

6
4
4

6
4
4

6
4
4

4
8
3

6
4
4

6
,2

7
9

消
耗

品
費

3
1
,0

1
8

4
8
,0

4
3

7
1
,6

4
6

7
0
,7

9
9

5
3
,3

3
5

7
8
,1

3
6

1
0
5
,4

2
5

4
5
,6

6
8

5
7
,9

3
4

2
5
,2

2
3

5
4
,2

5
2

9
5
,8

9
9

7
3
7
,3

7
8

印
刷

製
本

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

修
繕

料
2
4
8
,4

0
0

8
8
,0

2
0

0
0

7
4
,5

2
0

0
0

4
1
,0

4
0

0
0

0
3
0
5
,2

3
5

7
5
7
,2

1
5

燃
料

費
2
4
,5

7
0

1
7
4
,5

2
8

1
1
2
,3

2
0

1
1
5
,3

9
8

5
9
,6

7
0

7
0
,6

6
0

1
8
0
,1

7
6

1
5
7
,7

9
8

1
9
0
,4

2
5

1
9
7
,2

2
0

1
8
4
,1

4
0

2
5
2
,6

4
4

1
,7

1
9
,5

4
9

光
熱

水
費

1
0
3
,6

5
1

1
4
7
,1

5
0

1
9
1
,3

3
7

1
5
7
,3

8
0

2
3
0
,5

5
1

1
8
2
,0

4
7

1
9
1
,3

5
7

1
6
6
,2

4
4

2
2
1
,8

1
4

1
7
6
,1

3
4

2
3
8
,9

0
9

1
8
9
,6

2
4

2
,1

9
6
,1

9
8

通
信

運
搬

費
3
,5

8
1

3
,9

5
2

5
,9

0
8

5
,3

1
1

5
,0

0
0

2
8
,2

3
0

4
,8

9
0

3
,7

9
8

3
,9

8
6

3
,3

6
3

4
,2

5
7

2
7
,5

0
0

9
9
,7

7
6

手
数

料
1
0
1
,2

5
0

0
0

1
0
,1

5
2

0
0

1
0
1
,2

5
0

1
0
,1

5
2

0
0

0
0

2
2
2
,8

0
4

委
託

料
1
1
4
,7

5
0

0
0

1
1
4
,7

5
0

4
1
,0

4
0

0
7
4
1
,1

5
0

1
2
9
,6

0
0

0
1
3
6
,3

5
0

0
0

1
,2

7
7
,6

4
0

借
上

料
3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
2
,8

3
2

3
9
3
,9

8
4

テ
レ

ビ
等

視
聴

料
3
6
,3

6
1

0
0

0
0

1
2
,3

1
2

0
0

0
0

0
1
2
,3

1
2

6
0
,9

8
5

使
用

料
9
9
,9

0
3

2
4
,9

9
1

5
9
,2

1
6

2
0
,8

8
5

6
0
,9

1
5

2
6
,2

6
5

5
6
,1

2
3

1
8
,1

6
5

7
1
,6

8
2

2
4
,8

8
5

7
8
,0

5
1

6
1
,0

8
1

6
0
2
,1

6
2

備
品

購
入

費
0

0
0

0
4
3
,2

0
0

0
0

0
0

0
0

6
,4

8
0

4
9
,6

8
0

1
,3

1
0
,2

5
6

5
7
8
,2

6
0

1
,1

0
0
,7

3
5

1
,1

4
2
,0

1
0

1
,2

2
1
,9

9
9

1
,0

5
7
,4

4
6

1
,4

5
9
,2

5
2

1
,1

7
4
,8

1
0

1
,1

7
1
,0

9
2

1
,1

8
5
,6

0
3

1
,1

2
8
,1

8
1

1
,5

6
1
,1

0
6

1
4
,0

9
0
,7

5
0

▲
 1

,1
7
6
,3

0
6

2
9
,7

9
0

▲
 6

5
9
,0

3
5

▲
 6

3
3
,1

1
0

▲
 5

4
4
,1

4
9

▲
 5

2
2
,7

9
6

▲
 9

8
5
,1

5
2

▲
 5

9
1
,2

6
0

▲
 5

8
9
,6

4
2

▲
 5

2
4
,9

0
3

▲
 5

4
9
,2

3
1

▲
 8

9
4
,6

5
6

▲
 7

,6
4
0
,4

5
0

※
1
　

定
期

券
、

回
数

券
、

湯
め

ぐ
り

チ
ケ

ッ
ト
含

む
※

2
　

条
例

及
び

規
則

に
基

づ
く

減
免

※
3
　

休
館

（
4
月

1
日

～
2
5
日

）

支
出

合
計

（
B

）

収
支

合
計

（
A

-
B

）

科
目

名

日
帰

り
入

浴

科
目

名

収 入 項 目

収
入

合
計

（
A

）

支 出 項 目

32



平
成

2
9
年
度
【
市
直

営
】

利
用

実
績

（
単

位
：
人

）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

(※
2
）

合
計

1
,5

7
1

  
  
  
  
  
 

2
,0

8
4

  
  
  
  
  
 

1
,4

0
7

  
  
  
  
  
 

1
,7

6
6

  
  
  
  
  
 

2
,2

8
1

  
  
  
  
  
 

1
,4

8
6

  
  
  
  
  
 

1
,6

3
2

  
  
  
  
  
 

1
,5

1
0

  
  
  
  
  
 

1
,6

5
3

  
  
  
  
  
 

2
,0

8
1

  
  
  
  
  
 

1
,6

0
4

  
  
  
  
  
 

4
0
1

  
  
  
  
  
  
 

1
9
,4

7
6

  
  
  
  
 

収
支

実
績

（
単

位
：
円

）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

合
計

入
浴

料
（
※

1
）

5
7
9
,2

0
0

7
6
0
,3

0
0

5
2
9
,2

0
0

6
4
4
,4

0
0

8
2
4
,2

0
0

5
6
8
,4

0
0

6
0
4
,2

0
0

5
6
6
,3

0
0

6
1
4
,3

0
0

7
5
9
,2

0
0

5
9
3
,7

0
0

1
3
9
,9

0
0

7
,1

8
3
,3

0
0

入
浴

割
引

（
※

2
）

▲
 7

0
,6

0
0

▲
 7

9
,0

5
0

▲
 7

4
,0

5
0

▲
 7

0
,3

0
0

▲
 8

0
,5

5
0

▲
 6

5
,9

0
0

▲
 7

0
,0

5
0

▲
 7

6
,2

5
0

▲
 7

1
,2

0
0

▲
 8

9
,8

0
0

▲
 7

7
,0

5
0

▲
 2

1
,4

0
0

▲
 8

4
6
,2

0
0

販
売

収
入

8
,9

0
0

2
5
,7

0
0

1
2
,1

0
0

1
6
,4

0
0

2
5
,8

5
0

9
,9

0
0

1
0
,9

5
0

8
,4

0
0

1
1
,9

5
0

1
6
,6

5
0

1
0
,9

5
0

1
,0

5
0

1
5
8
,8

0
0

休
憩

室
利

用
料

0
0

1
,9

0
0

5
,2

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

3
,8

0
0

5
,8

0
0

0
0

5
,7

0
0

0
2
6
,2

0
0

5
1
7
,5

0
0

7
0
6
,9

5
0

4
6
9
,1

5
0

5
9
5
,7

0
0

7
7
1
,4

0
0

5
1
4
,3

0
0

5
4
8
,9

0
0

5
0
4
,2

5
0

5
5
5
,0

5
0

6
8
6
,0

5
0

5
3
3
,3

0
0

1
1
9
,5

5
0

6
,5

2
2
,1

0
0

雑
収

入
5
5
2
,3

2
0

5
1
9
,4

8
0

5
3
3
,6

0
0

5
5
6
,0

4
9

5
2
2
,0

8
9

5
1
4
,8

5
3

5
3
5
,0

8
3

4
9
8
,2

2
0

6
2
2
,1

2
3

4
8
0
,1

7
5

共
済

費
5
2
,3

8
0

5
2
,3

8
0

5
2
,3

8
0

5
2
,3

8
0

5
2
,3

8
0

5
8
,5

9
7

5
8
,5

9
7

5
8
,5

9
7

5
8
,5

9
7

5
8
,5

9
7

5
8
,5

9
7

5
8
,5

0
0

6
7
1
,9

8
2

旅
費

8
0
5

6
4
4

6
4
4

6
4
4

9
6
6

6
4
4

6
4
4

8
0
5

8
0
5

8
0
5

6
4
4

8
0
5

8
,8

5
5

消
耗

品
費

1
0
4
,4

6
3

8
1
,9

0
6

6
0
,8

9
0

4
7
,0

7
0

9
9
,2

2
3

9
1
,7

8
0

4
6
,7

3
7

5
0
,9

1
3

3
9
,8

8
3

5
2
,3

7
5

2
1
,6

3
4

1
0
0
,7

2
6

7
9
7
,6

0
0

印
刷

製
本

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
9
,9

5
4

9
9
,9

5
4

修
繕

料
0

2
2
,6

8
0

0
0

9
,3

7
4

3
9
4
,2

0
0

0
0

0
0

0
5
7
1
,3

2
0

9
9
7
,5

7
4

燃
料

費
1
5
3
,1

2
3

1
3
2
,2

8
3

8
1
,0

0
0

7
1
,2

8
0

1
2
8
,0

6
6

9
7
,2

0
0

1
0
6
,2

7
2

1
8
7
,7

4
8

1
0
6
,9

2
0

2
2
6
,4

1
1

1
5
8
,2

4
2

8
9
,4

6
7

1
,5

3
8
,0

1
2

光
熱

水
費

9
8
,8

5
8

1
3
9
,0

9
2

1
9
4
,9

0
5

1
5
1
,4

7
6

2
2
0
,6

2
5

1
6
4
,8

1
0

1
8
8
,4

2
7

1
5
1
,7

7
7

1
9
4
,5

9
6

1
6
4
,4

4
7

2
1
8
,2

1
9

1
2
1
,6

6
8

2
,0

0
8
,9

0
0

通
信

運
搬

費
3
,8

9
3

3
,9

8
9

4
,9

6
1

5
,9

0
3

6
,0

9
0

3
0
,0

8
2

6
,0

0
3

5
,5

1
9

6
,2

2
4

4
,8

1
8

5
,5

9
8

2
7
,9

6
5

1
1
1
,0

4
5

手
数

料
0

0
1
0
,1

5
2

1
9
,4

4
0

0
1
0
1
,2

5
0

0
0

1
0
,1

5
2

0
0

0
1
4
0
,9

9
4

委
託

料
0

4
1
0
,4

0
0

2
0
7
,9

0
0

2
1
,6

0
0

0
3
3
0
,7

5
0

0
0

7
8
,3

0
0

2
1
,6

0
0

0
0

1
,0

7
0
,5

5
0

借
上

料
3
3
4
,2

2
4

0
0

0
5
1
,8

4
0

0
0

0
0

0
0

0
3
8
6
,0

6
4

テ
レ

ビ
等

視
聴

料
3
6
,3

6
1

0
0

0
0

1
2
,3

1
2

0
0

0
0

0
1
2
,3

1
2

6
0
,9

8
5

使
用

料
1
0
1
,6

7
5

3
1
,0

1
5

6
5
,9

3
2

2
1
,7

8
1

7
3
,1

2
9

1
9
,3

1
7

5
8
,5

8
5

2
7
,2

2
1

6
1
,6

5
1

1
9
,8

9
3

6
1
,0

2
8

2
1
,1

4
5

5
6
2
,3

7
2

備
品

購
入

費
0

0
0

0
0

0
4
3
,2

0
0

0
0

0
0

0
4
3
,2

0
0

1
,4

3
8
,1

0
2

8
7
4
,3

8
9

1
,1

9
8
,2

4
4

9
2
5
,1

7
4

1
,1

9
7
,7

4
2

1
,8

2
3
,0

3
1

5
0
8
,4

6
5

9
9
7
,4

3
3

1
,0

9
2
,2

1
1

1
,0

4
7
,1

6
6

1
,1

4
6
,0

8
5

1
,5

8
4
,0

3
7

1
3
,8

3
2
,0

7
9

▲
 9

2
0
,6

0
2

▲
 1

6
7
,4

3
9

▲
 7

2
9
,0

9
4

▲
 3

2
9
,4

7
4

▲
 4

2
6
,3

4
2

▲
 1

,3
0
8
,7

3
1

4
0
,4

3
5

▲
 4

9
3
,1

8
3

▲
 5

3
7
,1

6
1

▲
 3

6
1
,1

1
6

▲
 6

1
2
,7

8
5

▲
 1

,4
6
4
,4

8
7

▲
 7

,3
0
9
,9

7
9

※
1
　

定
期

券
、

回
数

券
、

湯
め

ぐ
り

チ
ケ

ッ
ト
含
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（浜田市実施分） （単位：円）

年度 件名 支出額

看板灯ランプ取替 12,960             

電動弁分解調整 9,720               

チップボイラー燃料供給装置異常タイマー追加修繕 135,000            

重油ボイラー循環ポンプ修繕 259,200            

脱衣所ロッカー修繕 9,374               

チップボイラー燃料排出装置チェーン修繕 199,800            

チップボイラー漏水修繕 64,800             

チップボイラーファンモーター修繕 27,000             

浴場壁塗装修繕 79,920             

浴場壁修繕 199,800            

浴槽修繕 100,440            

給気設備修繕 147,960            

チップボイラー漏水修繕 43,200             

脱衣室サイクル扇取替 44,820             

チップボイラー燃料排出チェーン修繕 64,800             

脱衣場ロッカー修繕 9,720               

貯湯槽漏水修繕 41,040             

熱源循環水ラインポンプ修繕 152,550            

チップボイラー配管漏水修繕 152,685            

チップボイラ配管漏水修繕 118,800            

チップボイラー熱交換器交換工事 992,520            

男女浴室換気扇取付工事 457,920            

男子浴場壁修繕 194,400            

女子浴場壁修繕 176,040            

ラインポンプ取替修繕 198,000            

脱衣場・浴場機器修繕 33,000             

チップボイラーHVAダンパ交換工事 440,000            

全自動薬注装置センサー取替修繕 140,800            

（指定管理者実施分） （単位：円）

年度 件名 支出額

ロビー・脱衣場換気扇修繕 48,600             

チップボイラ修繕 85,050             

ロッカー蝶番修繕 3,300               

インクジェット複合機修繕 49,900             

ロッカー蝶番修繕 11,000             

薬注ポンプ部品交換 24,200             

受付カウンター修繕 11,000             

資料5　浜田市旭温泉あさひ荘　修繕及び工事実施状況

令和元年度

平成30年度

平成29年度

令和元年度
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【委託業務】

年　度 件　　名

重油ボイラー保守点検清掃業務

チップボイラー保守点検清掃業務

配管洗浄業務

消防設備保守点検業務

重油ボイラー保守点検清掃業務

チップボイラー保守点検清掃業務

配管洗浄業務

脱衣場エアコン清掃業務

消防設備保守点検業務

重油ボイラー保守点検清掃業務

チップボイラー保守点検清掃業務

配管洗浄業務

脱衣場及びロビーエアコン清掃業務

消防設備保守点検業務

ろ過器ろ材入替業務

【賃貸借】

年　度 件　　名

電磁気装置（アリオレス）賃貸借契約

自動対外式除細動器（AED)賃貸借契約

電磁気装置（アリオレス）賃貸借契約

自動対外式除細動器（AED)賃貸借契約

電磁気装置（アリオレス）賃貸借契約

自動対外式除細動器（AED)賃貸借契約

平成30年度

令和元年度

平成29年度

資料6　旭温泉あさひ荘　委託及び賃貸借契約一覧

平成29年度

平成30年度

令和元年度
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施設運営収入 （単位：千円）

R4 R5 R6 R7 R8 備考

9,943 9,773 9,603 9,433 9,263

8,160 8,330 8,500 8,670 8,840 R4　24,000人　以後500人づつ増

100 100 100 100 100 休憩棟使用料

400 400 400 400 400 アメニティ等販売収入

550 550 550 550 550 自動販売機収入等

19,153 19,153 19,153 19,153 19,153

施設管理・運営費用 （単位：千円）

R4 R5 R6 R7 R8 備考

10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 正社員2名、パート2名

物販仕入れ 480 480 480 480 480 入浴用品、物販仕入れ

消耗品費 800 800 800 800 800 衛生管理用品、事務用品

印刷製本費 100 100 100 100 100 リーフレット等

光熱水費 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 電気料、上下水道料

燃料費 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 チップ、重油、灯油

会議費 0 0 0 0 0

通信運搬費 70 70 70 70 70 電話、切手代

手数料 200 200 200 200 200 振込手数料等

保険料 45 45 45 45 45 損害保険料

租税公課 115 115 115 115 115 温泉維持費、商工会費、温泉組合費

修繕費 300 300 300 300 300

委託費 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 ボイラー・消防設備点検、配管洗浄、ばい煙

借上料 340 340 340 340 340 アリオレス、AEDリース料

使用料 460 460 460 460 460 CATV、NHK視聴料、マット等使用料

小計 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124

19,153 19,153 19,153 19,153 19,153

※　利用料金は、現指定管理者の料金体系（大人500円（会員400円）、小学生200円、回数券・定期券5,000円（会員4,000円）、
小学生2,000円）で計算。

項目

支
出
項
目

物
件
費

支出合計

人件費

資料7　旭温泉あさひ荘　収支想定

項目

収
入
項
目

指定管理料

利用料金※

使用料

物販収入

雑収入

収入合計
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１ 趣旨 

この仕様書は、旭温泉あさひ荘（以下「あさひ荘」という。）の指定管理者が行う業務（以

下「指定管理業務」という。）について、浜田市旭温泉あさひ荘条例（平成 25 年浜田市条

例第 38 号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、その詳細を定める。 

 

２ 施設の目的及び事業 

⑴ 施設の目的 

旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健康の

増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与する。 

⑵ 事業 

① 公衆浴場法（昭和 23 年法律第 139 号）第 1 条第 1 項に規定する公衆浴場の提供に

かかる事業 

 ② 休憩の場の提供にかかる事業 

  ③ 浜田市（以下「市」という。）の観光資源、特産品等に関する情報の提供にかかる事

業 

  ④ その他あさひ荘の設置目的を達成するために必要な事業 

 

３ 管理運営の基本的な考え方 

⑴ 自らの知識、経験、能力及び創意工夫を十分に発揮し、あさひ荘の目的及び特性をふ

まえた事業を積極的に行うとともに、質の高いサービスの提供に心がけること。 

⑵ 地域資源の優先的な活用を図り、地域住民の福祉の向上、経済の活性化、就業の場の

提供及び地域情報の発信に努めること。 

⑶ 公の施設であることを常に認識し公平な運営を行い、特定の団体等に有利あるいは不

利になる運営をしないこと。 

⑷ 地域との協調を図るとともに、環境への負荷の軽減に努めること。 

⑸ 常に善良な管理者の注意を持って安全な施設運営に努めること。 

 

４ 開館時間及び休館日 

⑴ 開館時間（浜田市旭温泉あさひ荘条例（以下「条例」という。）第 6条に規定するとお

り） 

   本館及び休憩棟   午前 9時から午後 8時まで 

⑵ 休館日（条例第 7条に規定するとおり）  

  ① 毎週水曜日（その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定す

る休日（以下「休日」という。）に当たるときは、当該休日後の直近の日曜日、土曜日

及び休日でない日） 

② 12 月 31 日及び 1月 1日 

※指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変

更することができる。 
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５ 関係法令等の遵守 

あさひ荘の管理運営にあたっては、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。 

⑴  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）及び同治法施行令（昭和

22 年政令第 16号） 

⑵ 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

⑶ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）ほか労働関係法令 

⑷ 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号) 

⑸  公衆浴場法（昭和 23 年法律第 139 号） 

⑹ 公衆浴場法施行条例（昭和 23年島根県条例第 72 号） 

⑺  浜田市旭温泉あさひ荘条例（平成 25年浜田市条例第 38 号） 

⑻ 浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則（平成 25 年浜田市規則第 28 号） 

⑼  浜田市温泉事業条例（平成 17年条例第 218 号） 

⑽ 浜田市温泉事業条例施行規則（平成 17 年規則第 157 号） 

⑾ 浜田市公の施設の指定管理の指定の手続等に関する条例（平成 17 年条例第 73号）及

び同条例施行規則（平成 17 年規則第 63 号） 

⑿ 浜田市個人情報保護条例（平成 17年浜田市条例第 21号）及び同条例施行規則（平成

17 年浜田市規則第 14号） 

⒀ 浜田市情報公開条例（平成 17年浜田市条例第 20 号） 

⒁ 浜田市税条例（平成 17 年浜田市条例 67号） 

⒂ 浜田市暴力団排除条例（平成 24 年浜田市条例第 10 号） 

⒃ 浜田市敬老入浴券交付事業実施要綱（令和 3年告示第 51 号） 

⒄ その他管理運営に適用される法令 

  

６ 業務の内容 

⑴ 条例第2条に規定する事業に関する業務 

① 公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場の提供に関する業務 

  浴場を活用し、利用者に入浴の場を提供すること。 

② 休憩の場の提供に関する業務 

  本館ロビー、休憩棟等を活用し、利用者に休憩の場を提供すること。 

③ 市の観光資源、特産品等に関する情報の提供に関する業務 

  市及び観光協会、旭温泉旅館組合等の関係団体と連携し、観光情報やイベント等の

地域情報をポスター掲示、パンフレット等の配布、SNS 等により積極的に発信するこ

と。 

  また、地域団体等と連携し、地域交流・観光の拠点として魅力あふれる地域の情報

提供を積極的に推進すること。 

④ その他あさひ荘の設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務 

  指定管理者の創意工夫により、あさひ荘の設置目的を達成するための魅力的な事業

の提案を行い、施設の集客や収益の増加、利用者へのサービスの向上に向けた取組を

積極的に実施すること。 
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⑵ 施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）の利用の許可に関する業務 

① 利用許可（条例第 8条） 

   施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければなら

ない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

② 利用の制限（条例第 9条） 

  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又

は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。 

  ア 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 

イ 利用者が条例又は規則に違反したとき。 

ウ 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

エ 前ア～ウに掲げる場合のほか、あさひ荘の管理上特に必要と認められるとき。 

③ 特別設備等の制限（条例第 10条） 

   利用者は、施設等に特別の設備をし、又は器具等を搬入して利用するときは、あ

らかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

  ④ 利用者サービスの提供等 

   ア 施設等を快適に利用できるよう適切な案内（電話対応を含む）に努めること。 

   イ 利用者からの要望や苦情等には、迅速かつ適切に対応し、速やかに市に報告する

こと。 

   ウ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65号）の規

定に基づき、主務大臣の対応方針を遵守することに加え、必要に応じ、「障がいを

理由とする差別の解消の推進に関する浜田市職員対応要領」を踏まえた合理的な配

慮を提供すること。 

 ⑶ 施設等の維持管理業務 

 ① 清掃及び環境整備 

   ア 施設内を常に清潔に保つため、日常的に随時清掃を行うこと。また、衛生消耗

品類については、常に補充された状態にすること。 

   イ 床洗浄ワックス塗布、窓ガラス清掃等日常的に行うことが困難な清掃業務につ

いては、利用者の頻度等に応じて定期的に清掃を行うこと。 

   ウ 常に良好な環境及び美観が保たれるよう、敷地内の清掃、植栽の管理及び環境整

備（植木の剪定並びに雑木雑草の除草及び除去を含む。）を行うこと。 

   エ 屋外広告物については、適切に保守を行うこと。 

② 附属設備、備品及び器具類の保守点検 

ア 附属設備、備品及び器具類については、常に正常に使用できるよう定期的に点

検を行い、適切な保守に努めること。 

  イ 法令又は専門的な保守点検については、専門業者等へ委託して実施するなど、安

全性、確実性及び経済性に配慮すること。 

 ③ 施設の点検及び修繕 

  ア 施設の点検を定期的に実施し、雨漏りや壁のひび割れ等、管理する上で重大な不

具合を発見したときは、速やかに市に報告すること。 
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  イ 発見した不具合については、必要に応じて市と協議の上、管理運営に支障を来た

さないように適切に修繕すること。 

ウ 施設内の設備が故障したときは、直ちに市に報告するとともに、管理運営に支障

を来たさないよう適切に修繕すること。 

④ 浴場の維持管理 

  ア 浴場の管理にあたっては、公衆浴場法、公衆浴場法施行条例をはじめとする公衆

浴場に関する法令等を遵守し、適切な衛生管理を行うこと。 

イ レジオネラ症防止対策を行うこと。 

ウ 温泉水を加温及び給湯するために使用する熱源は、木質チップボイラも活用する

こと。 

⑷ 保安警備業務  

  ① 巡回 

    施設内外を定期的に巡回し、利用者が安心して利用できるよう防犯及び防火に努

めること。 

  ② 警備 

ア 部外者の出入りの状況等を確認し、非常の際は即時に適切な処置を講じるこ

と。 

   イ 開館時間外は、施設の戸締りや施錠を行うこと。 

⑸ 物品の管理業務 

① 備品の管理  

ア 市が所有する備品については、指定管理者に無償で貸与する。 

イ 市が所有する備品については、形状の変更、館外への持ち出し、又は第三者に貸

与若しくは譲渡を行うことはできない。また、施設内においても保管場所を移動し

た場合は、閉館時には元の場所へ戻すこと。ただし、市の許可を受けた場合を除く。 

ウ 市が貸与した備品の買換えが必要なとき、本来の利用目的に供することができな

くなったと認められるとき、又は亡失のあったときは、直ちに市へ報告すること。 

  エ 指定管理者が購入した備品については、市に報告するとともに、市が所有する

備品と明確に区分できるように管理すること。 

  オ 指定期間中に亡失の報告がなく、確認できない備品があった場合は、別途協議

し、指定管理者の責めに期するものと判断されるときは、指定管理者が補填する

こと。 

  カ 管理運営上、必要となるリース物品については、指定管理者の負担とする。 

② 消耗品の管理 

   ア 消耗品については、指定管理者において調達すること。 

イ 指定期間満了に伴う消耗品の引継ぎ等が必要な場合は、現指定管理者と次期指定

管理者との間で協議すること。 

 ③ 指定管理者による設備、器具類の設置 

指定管理業務に必要な設備及び器具類を調達（リース契約によるものを含む。）し、

設置することができる。この場合において、当該設備又は器具類が施設等に固定する
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もの若しくは施設等の原状変更を伴うものであるときは、施設等の外観、規格、機能

等に変更のない小規模なものを除き、あらかじめ市の承認を得ること。 

⑹ 利用料金に関する業務 

  ① 利用料金の設定等 

   ア 利用料金の額と、利用料金の減額及び免除については、書面で市に申請し、市の

承認を得て基準を設定すること。 

イ 現行よりも高い利用料金を設定する場合は、その利用料金を適用する最初の利用

日までに一定の周知期間を設けることとし、その期間は市と協議して設定すること。 

  ② 利用料金の徴収 

指定管理者は、指定管理者が認める場合を除いて、利用者から利用開始前に利用料

金を徴収すること。また、利用料金の減免及び還付など関連する業務を行うこと。 

  ③ 利用料金の管理 

利用者から徴収した利用料金については、帳簿を作成して適正に管理すること。 

⑺ 利用促進に関する業務 

① 広報活動 

ア ホームページや SNS等を活用した情報発信及び計画的かつ効果的な広報活動を行

い、施設の利用促進を積極的に図ること。 

 イ 誘致活動やイベントなど利用者増等に向けた取り組みを実施すること。 

② 利用者ニーズ等の把握 

指定管理者が行う業務の質と利用者サービスの向上を図るため、年 1 回以上アンケート

を実施し、利用者の意見や要望等を把握し、管理運営業務に反させ、かつ利用促進に努め

ること。 

⑻ 自主事業に関する業務 

① 指定管理者は、利用者サービスの向上を図るため、指定管理業務の実施に支障のな

い範囲において、自己の責任と費用により、本施設において自主事業を行うことがで

きる。 

② 自主事業の実施にあたっては、事前に市と協議すること。 

③ 自主事業を実施したときは、その内容及び収支等について市に報告すること。また、

指定管理者が行う自主事業の性質が施設の目的外の利用となる場合は、市に対して別

途行政財産の用途又は目的外の使用の許可を得ること。 

④ 自主事業に係る収入は、指定管理者の収入とする。 

⑼ 保険への加入 

 指定管理者は、指定管理業務のあたり、自らのリスクに対する適切な範囲内で保険等

に加入すること。参考までに、前指定管理者が加入していた保険は次のとおりである。 

①施設の管理、業務の遂行上の賠償責任（施設事故） 

人身事故 1 事故につき 1 億円 

⑽ 事務処理に係る業務 

① 庶務事務 

ア 施設の管理状況を把握するため、施設管理簿及び関係資料を作成し保管すること。 

42



イ 業務の実施状況を把握するため、業務報告書及び関係資料を作成し保管すること。 

ウ 次の許可については、法令等の規定に基づき適切に届出等を行うこと。 

(ア)公衆浴場法に基づく営業許可 

 (イ)温泉法に基づく温泉利用許可 

 (ウ)その他業務の実施に当たり必要となる許可 

エ その他指定管理業務に必要となる事務については適切に処理すること。 

② 経理事務 

ア 指定管理業務に係る経費及び収入は、指定管理者が行っている他の事業と区別し、

明確にすること。 

イ 管理運営費の収支状況を常に把握し、市の求めに応じていつでも開示できるよう

管理簿等の必要な書類を作成し、関係書類と合わせて保管すること。 

ウ 経費の執行については、予算費目ごとに管理、執行することとし、関係法令等に

基づいて適切に行うこと。 

 

７ 組織・運営体制 

⑴ 体制整備 

① 管理運営に支障がないよう従業員を配置し勤務体制を整備するとともに、不測の事

態に備えて代替の従業員の確保に努めること。 

   ※施設管理等に関する専門業務について、委託に拠らずに施設従業員が担当する場合

は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 

② 館長 1名を配置すること。 

③ 管理監督的な地位にある者で防火管理者の資格を有する者を必ず配置し、その者の

氏名を報告すること。ただし、適正に防火管理業務が行える場合は、本社（部）等の

社員を防火管理者とすることができる。防火管理者を変更した場合は速やかに改定し、

報告すること。 

⑵ 従業員の雇用 

① 従業員の雇用にあたっては、市民の雇用に努めること。 

② 現在、あさひ荘で雇用されている従業員については、継続雇用の希望の有無を確認

し、可能な範囲で継続雇用に配慮すること。 

⑶ 研修の実施 

  従業員の資質の向上、管理運営に必要な知識と技術の習得等を目的とした研修の実施

に努めること。 

⑷ 法令遵守 

全ての従業員の勤務形態等について、労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令を

遵守すること。 

 

８ 業務報告及び調査等 

⑴ 事業計画書の提出 

翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、市が指定する期日までに市へ提出
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すること。 

⑵ 事業報告書の提出 

① 毎年度終了後の5月末日までに事業報告書を作成し市に提出すること。ただし、修

繕費の精算に必要となる書類は、毎年度終了後の4月末日までに提出すること。 

② 事業報告書に記載する主な内容は次のとおりとする。 

   ア 指定管理業務の実施状況 

   イ 施設等の利用状況 

   ウ 利用料金等の収入状況 

   エ 管理運営費の収支・決算状況 

   オ 備品の現在高 

   カ 自主事業の実施状況 

   キ その他必要な事項 

⑶ 月次報告書類の提出 

① 毎月、「月別利用状況等報告書」を作成し、翌月20日までに市へ提出すること。  

② 「月別利用状況等報告書」に記載する主な内容は次のとおりとする。 

   ア 施設等の利用状況及び利用料金等の収入実績 

   イ 施設等の管理状況 

   ウ その他必要な事項 

⑷ その他の報告 

① 「公共施設エネルギー使用状況調査」を毎年作成し、市が別に指定する日までに市

へ提出すること。 

② 次に掲げる事項について変更があるときは、速やかに市へ報告すること。 

ア 指定管理者に係る重要事項（名称、所在地、約款、代表者等） 

イ 指定管理業務に従事する従業員の構成及び組織体制 

⑸ 点検及び調査等 

① 経営状況、管理状況、利用状況等の報告については、市の求めに応じ、直ちに報

告すること。 

② 市は、必要に応じて業務の点検及び実地調査を行い、適切に業務が行われている

と認められない場合又は利用者が施設を利用する上で明らかに利便性を欠く場合

は、指定管理者に対して改善の指示を行うことがある。 

③ 市は、指定管理者が上記②の指示に従わないとき、又は指示によっても業務内容

に改善が見られないと認められるときは、指定管理者の指定の取り消し、又は期間

を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがある。 

④ 指定管理者は、市が実施するモニタリングに対し、誠実に対応すること。 

⑤ 市は、業務点検の結果を公表することがある。 

⑥ 事業報告書及び管理に関する帳票等は常に整理し、5年間保存すること。 

 

９ 災害等への対策及び安全確保 

自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態について
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は、次のとおり対応すること。 
⑴ 予防対策 

① 危機管理体制を整備するとともに、各種マニュアルを作成し、従業員へ周知すする

こと。 

② 各種研修や訓練を行い、従業員が適切に対応できるよう指導すること。 

③ 消火訓練、避難訓練を適宜実施し、消防署から指摘があった場合は、ただちに改善

すること。 

④ その他想定される予防対策として必要な措置を講じること。 

⑵ 発生時の対応 

① 利用者の安全を確保するため、避難誘導や負傷者・急病人の対応等適切な措置を

遅滞なく講じること。 

② 事故、災害等に対する適切な処置を行った上で、速やかに市に状況を報告するこ

と。また、警察署、消防署等の関係機関へ適切に通報すること。 

③ 再発防止のため、災害等の原因を調査し、市及び関係機関と連携して必要な対策

を講じること。 

④ 市又は指定管理者に損害、損失又は追加費用が発生する恐れがあるときは、発生す

る損害、損失及び増加費用が最小限となるよう努めるとともに、速やかに市に報告す

ること。 

⑶ 避難所の開設 

① あさひ荘は一時避難所として指定されているため、市が必要とするときは、協定外

の時間帯であっても、市の要請に応じ緊急の開錠、施設等の利用調整を含め避難所開

設に協力すること。 

② 避難所開設にあたり、既に行っている利用許可を取り消す場合があるため、これに

より管理経費が協定額を超えるときは、募集要項中、「７リスク・責任分担に関する事

項」の分担表項目「不可抗力」に基づいて協議するものとする。ただし、市又は指定

管理者が締結した保険契約その他によりてん補されるものがあるときは、当該てん補

される金額相当分については、負担には含まないものとする。 

 

10 指定期間終了による業務引継ぎ等 

⑴ 業務の引き継ぎ 

① 指定期間終了後は、次期指定管理者が円滑かつ支障なくあさひ荘を運営できるよう

業務を引き継ぐこと。 

② 次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要

なデータ等を遅滞なく提供すること。特に、施設の利用予約に関しては遺漏がないよ

う十分に留意すること。 

 ③ 引継ぎの方法や日程等については、市及び指定管理者の協議により決定すること。 
④ 上記①～③については、指定管理者の指定の取消等により業務を引き継ぐ場合も同

様とする。  
 ⑵ 原状回復 
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① 指定期間が終了した場合、又は指定が取り消された場合は、市の指示に従って施設

等の原状回復をすること。 

② 指定管理者が設置した設備及び器具類は撤去すること。ただし、市が指示し又は認

めるときは、この限りではない。 

 

11 業務の継続が困難となった場合の措置 

⑴ 指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、又はその恐れが生じた場合は、速

やかに市に報告しなければならない。 

 ⑵ 指定管理者の財政状況が著しく悪化するなど、指定管理者の責めに帰すべき事由に

より業務の継続が困難と認められる場合には、市は、法第244条の2第11項の規定によ

り、指定管理者の指定の取り消しを命ずる場合がある。 

⑶ 指定管理者は、上記(2)による指定の取り消し、又は業務の全部又は一部の停止によ

り生じた損害を市に賠償しなければならない。 

 ⑷ 不可抗力やその他市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、

業務の継続が困難になった場合は、市と指定管理者はで協議の上、業務継続の可否等

について決定すること。 

 ⑸ 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、市に対して指定の取り消し、又は指

定管理業務の停止を申し出ることができる。 

① 市が協定書又はこの仕様書の規定を履行せず、又は違反したとき。 

② 市の責めに帰すべき事由により、指定管理者が損害又は損失を被り、業務の継続が

困難になったとき。 

 ⑹ 市は、指定の取り消し、又は指定管理業務の停止の申出を受けたときは、必要に応じ

て指定管理者と協議し、その処置を決定する。 

 

12 情報の取扱い等 

情報の取扱いについては次のとおりとし、指定管理者でなくなった場合も同様に取り

扱うこと。 

⑴ 情報公開 

① 公共施設であることを認識し、浜田市情報公開条例の趣旨に則って、管理運営の

透明性を高めるよう努めること。 

⑵ 個人情報保護 

① 指定管理業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、浜田市個人情報

保護条例及びその他関係法令等の規定を遵守すること。 

② 浜田市個人情報保護条例を遵守するよう従業員に周知、徹底を図り、個人情報の

漏洩、滅失及びき損等の事故を防止し、かつ、適切な管理を行うために必要な措置

を講じること。 

⑶ 情報管理 

① 閲覧等の請求があったときは、個人の情報がみだりに公にならないよう最大限に

配慮した上でこれに応じること。 
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② 指定管理業務にあたって、作成し又は取得した文書は、適正な管理・保存を行う

こと。 

③ 指定管理者又は指定管理業務の全部又は一部に従事する者は、業務上知り得た秘

密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項については、外部に漏らし、

又は他の目的に使用しないこと。 

 

13 一括委託の禁止 

指定管理者は、指定管理業務を一括して第三者に委託、又は請け負わせることはでき

ません。ただし、事前に市の承諾を得て、業務の一部について専門的な資格、技能をも

つ第三者に委託、又は請け負わせる場合は、この限りではありません。 

また、指定管理業務の一部を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、すべて指定管

理者の費用と責任において行うものとします。この場合において、当該第三者の責めに

帰すべき事由により生じた損害、損失及び追加費用については、すべて指定管理者の責

めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び追加費用とみなし、指定管理者がこれを

負担することとします。 

業務の委託等を発注する際には、当該委託先が、当該業務を実施するために必要な官

公庁の免許、許可、認定等を受けていることを確認してください。また、作業報告書の

提出、履行確認及び検査不合格の場合の措置等の事項について、契約書に明記してくだ

さい。 

なお、履行確認に当たっては、日々完結する業務（清掃等）については、日々の作業報

告書を提出させることとし、指定管理者は実施日ごとに履行確認を行ってください。 

 

14 その他留意事項 

⑴ 行政財産の目的外使用 

① 法第 238 条の 4第 7項の規定に基づく行政財産の目的外使用の許可については、市

が行うこと。 

② 市が、あさひ荘において行政財産の目的外使用を許可している団体等に対しては、

必要に応じて連絡、調整の上、適切な管理運営を行うこと。 

⑵ 市政策への協力等 

① 市が実施する新たな施策、条例及び規則の改正、調査、施設の現状変更等にあたり、

指定管理者の協力が不可欠と認めるときは、市の要請に迅速かつ誠実に対応すること。 

② 市が主催し、あさひ荘で行う事業等には積極的に協力すること。 

  ③ 行政刊行物や類似公共施設のチラシの配置及びポスター掲示等に協力すること。 

⑶ 関係団体等との連携 

  ① 地域住民の福祉の向上や地域振興など施設設置目的に沿った管理運営を行うため、

地域住民及び関係機関、組織団体等との連携を図ること。 

② 旭温泉旅館組合へ加入すること。加入に伴う費用は、指定管理者が負担すること。 

⑷ 環境への配慮 

① 汚濁水、排煙、悪臭、騒音等の発生を防止するため必要な措置を講じ、地域の自然
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及び生活環境の保全に万全を期すこと。 

② 施設から発生する廃棄物の抑制に努めること。また、市のルールに従って適切に分

別し、市が構築する回収ルート等を活用して、可能な限り資源化する取組みを推進す

ること。 

③ 廃棄物等は、関係法令等に従い適切に処理すること。 

 ⑸ その他 

① 指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規定、要綱等を作成する場合は、市と協

議すること。 

② 各種規程がない場合は、市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実

施すること。 

 

15 協議 

この仕様書に定めのない事項並びに指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じ 

 た場合は、市と指定管理者が誠意を持って協議し、決定すること。 

 

16 添付書類 

 ⑴ 旭温泉あさひ荘物件一覧（資料 A） 

 ⑵ 旭温泉あさひ荘備品リスト（資料 B） 

⑶ 旭温泉あさひ荘温泉成分分析書（資料 C） 
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資料 A 旭温泉あさひ荘 物件一覧 

 

 

 

1 土地（1筆） 

  浜田市旭町木田 954 番 3   3,578.00 ㎡ 

うち建物敷地（駐輪場を含む）   520.71 ㎡ 

駐車場他          3,057.29 ㎡  

 

2 建物 

 ⑴ 所在地   浜田市旭町木田 954 番地 3 

  ⑵ 建物の内容 

① 本館   木造平家建て（平成 26 年建築）  217.25 ㎡ 

   玄関、事務室、ロビー、廊下、機械室、男女脱衣室、男女脱衣室トイレ、 

男女浴室、男女トイレ、多目的トイレ 

  ② 休憩棟  木造平家建て（平成 26 年改築）  173.04 ㎡ 

     玄関、廊下、ホール、休憩室 3室（和室 8畳、和室 17.5 畳、洋室 17.5 畳）、 

倉庫 

  ③ 渡り廊下 屋根付き壁なし（平成 26 年建築）  15.20 ㎡ 

 

3 付帯施設 

 ⑴ 駐輪場  アルミ製平家建て（平成 11 年建築） 21.24 ㎡ 

 ⑵ 木質チップボイラ及びサイロ・スロープ    93.98 ㎡ 

 ⑶ 中庭（本館浴室側、本館ロビー側） 

 ⑷ 駐車場  10 台 
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資料B　旭温泉あさひ荘　備品リスト

　№ 品　　名 数量 配置場所 備考

1 レジスター 1 旭温泉あさひ荘

2 AED 1 旭温泉あさひ荘

3 ガスコンロ 1 旭温泉あさひ荘

4 石油ファンヒーター 1 旭温泉あさひ荘

5 ドレーカーテン 7 あさひ荘休憩棟

6 乾燥機 1 あさひ荘機械室

7 乾燥機スタンド 1 あさひ荘機械室

8 液晶テレビ（和室） 1 あさひ荘休憩棟

9 液晶テレビ（通路） 1 あさひ荘休憩棟

10 デスクトップパソコン 1 あさひ荘事務室

11 A3カラープリンター 1 あさひ荘事務室

12 レシートプリンター 1 あさひ荘事務室

13 カスタマディスプレイ 1 あさひ荘事務室

14 手動ドロアー 1 あさひ荘事務室

15 電話複合機 1 あさひ荘事務室

16 液晶テレビ（ロビー） 1 あさひ荘ロビー

17 液晶テレビ（板の間休憩室） 1 あさひ荘休憩棟

18 ルームエアコン 1 あさひ荘休憩棟8畳休憩室

19 応接ソファ 1 旭温泉あさひ荘

20 電子レジスター 1 旭温泉あさひ荘

21 ABC粉末消火器　10型 1 旭温泉あさひ荘

22 ABC粉末消火器　10型 1 旭温泉あさひ荘

23 ABC粉末消火器　10型 1 旭温泉あさひ荘

24 傘立て（ステンレス） 1 旭温泉あさひ荘

25 パッケージエアコン 1 旭温泉あさひ荘休憩棟

26 洗濯機 1 旭温泉あさひ荘

27 バーコードリーダー 1 あさひ荘事務室

28 ETC利用履歴発行卓上プリンター 1 あさひ荘事務室 観光交流課所管

29 男女脱衣所防炎のれん 2 旭温泉あさひ荘
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○浜田市旭温泉あさひ荘条例 

平成25年９月27日条例第38号 

改正 

平成25年12月27日条例第52号 

平成28年７月６日条例第28号 

令和元年７月５日条例第６号 

浜田市旭温泉あさひ荘条例 

（目的及び設置） 

第１条 旭温泉を活用し、憩いの場及び交流の場を提供することにより、市民の心身の健

康の増進を図るとともに、交流人口の拡大による地域経済の活性化に寄与するため、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、旭温泉あさひ荘（以

下「あさひ荘」という。）を浜田市旭町木田954番地３に設置する。 

（事業） 

第２条 あさひ荘は、次に掲げる事業を行う。 

(１) 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第１条第１項に規定する公衆浴場の提供 

(２) 休憩の場の提供 

(３) 市の観光資源、特産品等に関する情報の提供 

(４) その他あさひ荘の設置の目的を達成するために必要な事業 

（管理） 

第３条 あさひ荘の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) あさひ荘の施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）の利用の許可に関する

業務 

(２) あさひ荘の維持管理に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、あさひ荘の運営に関する事務のうち、市長のみの権

限に属する事務を除く業務 

第５条 削除 

（開館時間） 

第６条 あさひ荘の開館時間は、午前９時から午後８時までとする。ただし、指定管理者

は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

（休館日） 

第７条 あさひ荘の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要が

あると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

(１) 水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日（以下「休日」という。）に当たるときは、当該休日後の直近の日曜日、土曜日及び

休日でない日） 

(２) １月１日及び12月31日 

（利用許可） 

第８条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

２ 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ることができる。 
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３ 指定管理者は、第１項の規定により利用の許可を受けようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないものとする。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗に反して利用するおそれがあるとき。 

(２) 施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあ

る組織の利益になる利用をするとき。 

(４) その他管理上支障があると認める利用をするとき。 

（利用の制限） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、

又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。 

(１) 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可を受けた利用の

目的に違反したとき。 

(２) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(３) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、あさひ荘の管理上特に必要と認められるとき。 

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止

を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わな

いものとする。ただし、前項第４号に該当する場合は、この限りでない。 

（特別設備等の制限） 

第10条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は器具等を搬入して利用しようとすると

きは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第11条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を利用し、又はその利用

の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用料金） 

第12条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の

承認を得て定めるものとする。 

２ 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が

後納を認めるときは、この限りでない。 

（利用料金の収入） 

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものと

する。 

（利用料金の減免） 

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（利用料金の不還付） 

第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由そ

の他指定管理者が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（原状回復の義務） 

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第９条第１項の規定により利用の

中止を命じられたときは、速やかに利用した施設等を原状に回復して返還し、又は搬入

した器具等を撤去しなければならない。 
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（損害賠償等の義務） 

第17条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにその

旨を指定管理者に届出をし、その損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成26年規則第２号で平成26年８月１日から施行） 

（準備行為） 

２ 第３条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（浜田市旭温泉あさひ荘条例及び浜田市簡易宿泊所条例の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 浜田市旭温泉あさひ荘条例（平成17年浜田市条例第214号） 

(２) 浜田市簡易宿泊所条例（平成17年浜田市条例第268号） 

（経過措置） 

４ この条例の施行の際現に指定を受けている指定管理者の管理の期間は、施行日から平

成29年３月31日までとする。 

附 則（平成25年12月27日条例第52号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年７月６日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（浜田市旭温泉あさひ荘条例の一部を改正する条例の廃止） 

２ 浜田市旭温泉あさひ荘条例の一部を改正する条例（平成28年浜田市条例第24号）は、

廃止する。 

附 則（令和元年７月５日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（手数料に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に受け付けた申請に係る手数料について適用し、施行日前に受け

付けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

３ この条例による改正後の浜田市かなぎウェスタンライディングパーク条例別表の規定、

浜田市都川交流促進施設条例別表の規定、浜田市山村開発センター条例別表の規定、浜

田市多目的研修集会施設条例別表の規定、浜田市石州和紙会館条例別表の規定、浜田市

リフレッシュビレッジ施設条例別表（回数券等に係る部分を除く。）の規定、浜田市交

流研修センター条例別表の規定、浜田市健康管理増進施設条例別表の規定、浜田市ふる

さと生活創作館条例別表の規定、浜田市ふるさと体験村施設条例別表第２（回数券に係

る部分を除く。）の規定、浜田市天狗石農村公園条例別表の規定、浜田市八戸川農村公

園条例別表の規定、浜田市運動広場施設条例別表の規定、浜田市農産物集出荷貯蔵施設

条例別表の規定、浜田市地域資源循環活用施設条例別表の規定、浜田市地域材利用促進
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交流館条例別表の規定、浜田市公設水産物仲買売場条例第12条の規定、浜田市漁業集落

集会施設条例別表の規定、浜田市漁港管理条例別表第２及び別表第３の規定、浜田市波

佐地場産業技術研修センター条例別表の規定、浜田市縁の里地域振興施設条例別表の規

定、浜田市木田暮らしの学校条例別表の規定、浜田市雇用促進住宅条例別表第３の規定、

浜田市国民宿舎千畳苑条例別表の規定、浜田市美又温泉国民保養センター条例別表の規

定、浜田市美又温泉会館条例別表第２の規定、浜田市旭温泉あさひ荘条例別表の規定、

浜田市都市公園条例別表第４の規定、浜田市海のみえる文化公園条例別表第１及び別表

第２の規定、浜田駅関連施設条例別表の規定、浜田市道路占用料徴収条例別表の規定、

浜田市営住宅条例第63条の規定並びに浜田市特定公共賃貸住宅条例第38条の規定は、施

行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用

に係る使用料及び利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

別表（第12条関係） 

１ 入浴料金 

区分 入浴料金の上限額 

１回分 回数券（11回分） 

定期券（１か月） 

大人（中学生以上） 510円 5,100円 

小学生 250円 2,500円 

２ 休憩室（占用して利用する場合に限る。）の利用料金 

区分 利用料金の上限額 

基本利用料金 

（４時間まで） 

追加利用料金 

（４時間を超える１時間までご

とに） 

休憩室（８畳） 1,560円に利用者の数に200円を

乗じて得た額を加算した額 

510円 

休憩室（17.5畳） 3,130円に利用者の数に200円を

乗じて得た額を加算した額 

1,030円 
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○浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則 

平成25年９月27日規則第28号 

改正 

平成25年12月27日規則第37号 

平成29年３月10日規則第11号 

浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浜田市旭温泉あさひ荘条例（平成25年浜田市条例第38号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請） 

第２条 条例第８条第１項又は条例第10条の規定により浜田市旭温泉あさひ荘（以下「あ

さひ荘」という。）の施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）の利用の許可又は

特別の設備等の利用の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、浜田市旭

温泉あさひ荘利用許可申請書（様式第１号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、利用開始の日の属する月の６月前の月の１日から受け付ける。ただ

し、市が主催し、又は共催して利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認

める場合は、この限りでない。 

（利用許可等） 

第３条 指定管理者は、前条第１項の規定により利用の許可をしたときは、浜田市旭温泉

あさひ荘利用許可書（様式第２号。以下「利用許可書」という。）を申請者に交付するも

のとする。 

２ 前項の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、施設等の利用

に係る冷暖房等を利用しようとするときは、その実費を負担するものとする。ただし、

指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

（個人利用） 

第４条 施設等を個人で利用しようとする者（以下「個人利用者」という。）は、前２条の

規定にかかわらず、利用料金を納付することにより許可を受けたものとみなす。 

（利用許可の変更） 

第５条 利用者は、許可された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えて、指

定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定により変更の許可をしたときは、当該利用許可書に変更に

係る事項を記載して返付するものとする。 

（利用の取消し） 

第６条 利用者は、利用開始前に施設等の利用の取消しをしようとするときは、指定管理

者の承認を得なければならない。 

（利用料金の減免） 

第７条 条例第14条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができるとき、及

びその額は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市内に存する学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の学校の幼児、児童、生

徒若しくは学生又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条の児童福祉施設に入所

している児童及びこれらを引率する教職員等が、当該学校又は児童福祉施設において

行う活動として施設等を利用するとき 利用料金の２分の１の額 

(２) 市が主催し、又は共催して利用するとき 利用料金の全額 

(３) その他市長が特別の理由があると認めるとき その都度市長が定める額 
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２ 前項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、浜田市旭温泉あさ

ひ荘利用料金減免申請書（様式第３号）を指定管理者に提出しなければならない。ただ

し、個人利用者については、この限りでない。 

（利用料金の還付） 

第８条 条例第15条ただし書の規定により既に納付した利用料金（以下「既納利用料金」

という。）を還付することができるとき、及びその額は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 災害又は利用者の責めに帰さない理由により、施設等を利用できなくなったとき 

当該既納利用料金の全額 

(２) 利用者が、利用開始のときまでに利用の取消しについて指定管理者の承認を得た

とき 当該既納利用料金の全額 

(３) 利用者が、利用の許可の変更について指定管理者の許可を受けた場合において、

変更後の利用の許可に係る利用料金の額に対し、既納利用料金に過納金が生じたとき 

当該過納金の額 

（損傷等の届出） 

第９条 条例第17条に規定する届出は、浜田市旭温泉あさひ荘損傷紛失等届（様式第４号）

によるものとする。 

（係員の立入り） 

第10条 あさひ荘の係員は、施設等の管理上必要があるときは、利用を許可した場所に立

ち入り、利用者及びその関係者に必要な指示をすることができる。 

（利用に係る事故の責任） 

第11条 施設等の利用に係る事故については、利用者がその責めを負うものとする。 

（その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。 

（浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則の廃止） 

２ 浜田市旭温泉あさひ荘条例施行規則（平成17年浜田市規則第154号）は、廃止する。 

附 則（平成25年12月27日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月10日規則第11号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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様式第 1 号（第 2 条関係） 

受付番号  受付日 年  月  日 

年  月  日 

 

浜田市旭温泉あさひ荘利用許可申請書 

 

指定管理者     様 

 

申請者 

住所又は所在地 

氏名又は団体名及び代表者氏名 

電話番号 

 

次のとおり利用したいので、申請します。 

利 用 日 時  

利用の目的、行事

の名称及び内容 

 

利 用 す る 施 設 等  

冷暖房設備の利用 □ 有  □ 無 

入 場 予 定 人 員  

利用責任者（申請

者と同じ場合は、

記入の必要はあり

ません。） 

住所 

役職・氏名 

電話番号 

特別の設備等の設

置の有無 

□ 有  □ 無 

（別途図面を添付してください。） 

備 考 
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様式第 2 号（第 3 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市旭温泉あさひ荘利用許可書 

 

       様 

 

指定管理者     □印  

 

次のとおり、利用を許可します。 

利 用 日 時  

利用の目的、行事

の名称及び内容 

 

利 用 す る 施 設 等  

冷暖房設備の利用 □ 有  □ 無 

入 場 予 定 人 員  

利 用 責 任 者 

住所 

役職・氏名 

電話番号 

特別の設備等の設

置の有無 
□ 有  □ 無 

備 考 
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様式第 3 号（第 7 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市旭温泉あさひ荘利用料金減免申請書 

 

指定管理者     様 

 

住所又は所在地 

氏名又は団体名及び代表者氏名     ○印  

電話番号 

 

次のとおり利用料金の減免を受けたいので、申請します。 

許 可 年 月 日  

利 用 す る 施 設 等  
冷暖房設備の利用 

□ 有  □ 無 

利用の目的、行事

の 名 称 及 び 内 容 

 

利 用 期 間 
 

減免を申請する理

由 

 

※ 利 用 料 金 の 額 

正規の利用料金 減 免 率 減免後の利用料金 

   

（注） ※印欄は記入しないでください。 
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様式第 4 号（第 9 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市旭温泉あさひ荘損傷紛失等届 

 

指定管理者     様 

 

住所又は所在地 

氏名又は団体名及び代表者氏名     ○印  

電話番号 

 

下記のとおり、浜田市旭温泉あさひ荘の施設等を損傷、紛失等しましたの

で、届け出ます。 

 

記 

1  損傷紛失等の日時 

 

2  損傷紛失等の名称及び数量 

 

3  損傷紛失等の状況 

 

4  その他 
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